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臓器移植及び造血幹細胞移植における新型インフルエンザ 

への対応について 

  

 

 移植医療の推進につきましては、日頃より御理解御協力を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

 臓器移植及び造血幹細胞移植における新型インフルエンザへの対応については、こ

れまで「臓器移植及び造血幹細胞移植における新型インフルエンザ(豚インフルエン

ザＨ１Ｎ１)への対応について」(平成２１年４月３０日健臓発第 0430001 号厚生労働

省健康局疾病対策課臓器移植対策室長通知。以下「室長通知」という。)により対応

をお願いしてきたところです。 

今般、新型インフルエンザ対策本部専門家諮問委員会（委員長：尾身茂自治医科大

学教授）の報告（別添１）を踏まえ、新型インフルエンザの届出基準については、別

添２のとおり「新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式の再改定について」

(平成２１年５月１３日健感発第 0513001 号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）

により改定いたしました。 

これに伴い、室長通知を下記のとおり改正することといたしましたので、御了知い

だくとともに、遵守されるようお願いいたします。併せて、都道府県、政令市及び特

別区におかれましては、関係機関への周知徹底をお願いいたします。 

 なお、室長通知の取扱いにつきましては、今後のＷＨＯの勧告や国内における対応

等の状況の変化を踏まえ、適宜改めていく予定であることを再度申し添えます。 

 

記 

 

室長通知（２）及び（３）中「１０日」を「７日」に改める。 
























